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１．はじめに
今回は、特許発明の技術的範囲が明細書（発明の

詳細な説明及び図面）に開示された技術的思想を理
由に本来の文言よりも狭く解釈される可能性につい
て検討します。

特許権の権利範囲を画する特許発明の技術的範囲
について、特許法70条１項は、「特許発明の技術的

範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基
づいて定めなければならない。」と規定し、同２項は、

「前項の場合においては、願書に添付した明細書の
記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載さ
れた用語の意義を解釈するものとする。」と規定して
います。特許法には「技術的範囲」の定義はありま
せんが、「発明」とは、自然法則を利用した技術的思
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